
令和2年4月末現在の
人口の動き

●人口　 13,949人（前月比+25人） 男 7,001人（+20人） ●外国人人口 307人（前月比−4人）男 143人（+2人）女 164人（−6人）
　（外国籍除く） （前年比−158人） 女 6,948人（+5人） ●世帯数 4,854世帯（外国人のみの世帯含む）
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広報聖籠 R2.6　2日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

　
町
で
は
、「
０
～
２
歳
児
は
私
立

保
育
園
」
で
、
そ
の
後
「
３
～
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立
幼
稚
園
に
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育
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を
付

加
」
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し
く
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子
育
て
を
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援

し
て
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ま
し
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が
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境
の
変

化
、
核
家
族
化
、
国
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幼
保
無
償
化

政
策
な
ど
に
よ
り
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ら
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各
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ー
ズ
に
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応
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な
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状

況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
令

和
４
年
度
か
ら
、
住
民
ニ
ー
ズ
に
寄

り
添
っ
た
、
新
し
い
子
育
て
シ
ス
テ

ム
の
開
始
を
検
討
す
る
た
め
、
保
育

園
な
ら
び
に
幼
稚
園
を
利
用
予
定
の

保
護
者
の
方
な
ど
を
対
象
に
、
意
向

を
調
査
す
る
た
め
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実

施
し
ま
し
た
。

①調査対象
・幼稚園入園前の子どもの保護者世帯（４３５件）
・幼稚園入園前の子どもはいないが、出産を控えている保護者世帯（４９件）

計４８４件

②実施期間 令和 2 年２月７日（金）～２月 21 日（金）

③ 配布方法 ・保育園利用者には園を通じて配布、回収
・上記以外は郵送

④回 答 数
配布数 有効回答数 有効回答率

４８４件 ３２３件 66.7％

町
の
子
育
て
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
調
査
結
果

問２　現在は働いていますか？

問１　お住まいの小学区はどれですか？

問３　令和４年度４月には働いている
と思いますか？

蓮野小学校区

亀代小学校区

山倉小学校区

無回答

31.3

31.9

36.8

0.0

0％ 20％ 40％ 60％（n＝323）

（n＝323） （n＝323）

共働きしている
（ひとり親で働いている）

82.4%

夫婦共働きしている
（ひとり親で働いて

いる）と思う 
90.4%

夫婦どちらかが働いて
いると思う 

7.4%

夫婦ともに働いてい
ない（ひとり親で働
いていない）と思う 

0.0%

わからない 
2.2%

夫婦ともに働いて
いない（ひとり親
で働いていない） 

0.3%
夫婦どちらか
が働いている 

17.3%

無回答 
0.0%

無回答 
0.0%



3　R2.6 広報聖籠 日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

問4  ①令和2年4月1日で「3歳児クラス」（平成28年4月2日～平成29年4月1日生まれ）のお子さんがいますか？
　   ②いる場合は、そのお子さんについて令和4年度（5歳児クラス）はどのような子育てを予定・希望しますか？

問５  ①令和２年４月１日で「２歳児クラス」（平成29年４月２日～平成30年４月１日生まれ）のお子さんがいますか？
　   ②「いる」場合は、そのお子さんについて令和４年度(４歳児クラス）はどのような子育てを予定・希望しますか？

問６  ①令和２年４月１日で「１歳児クラス」（平成30年４月２日～平成31年４月１日生まれ）のお子さんがいますか？
　   ②「いる」場合は、そのお子さんについて令和４年度(3歳児クラス）はどのような子育てを予定・希望しますか？

※　以下、町がめざしている「令和４年度４月に０歳児から５歳児までを受け入れることができる私立保育園（認
定こども園となる場合もあります。以下、「新しく開設される園」とします。）ができた場合」と仮定してお答
えいただきました。

①R2年度に3歳児クラスが・・・

①R2年度に2歳児クラスが・・・

①R2年度に1歳児クラスが・・・

②R4年度（5歳児クラス）での子育ては・・・

②R4年度（4歳児クラス）での子育ては・・・

②R4年度（3歳児クラス）での子育ては・・・

（n＝323）

（n＝323）

（n＝323）

（n＝121）

（n＝101）

（n＝78）

いない 
58.5%

いない 
59.7%

いない 
62.0%

無回答 
4.0%

無回答 
9.0%

無回答 
13.9%

無回答 
1.3%

無回答 
0.0%

町立幼稚園（預かり保
育なし）を利用したい。 

5.8%

新しく開設される園へ
転園したい。 

17.4%

町外の私立保育園・認定こども
園などを利用したい。 

0.0%

町立幼稚園（預かり保育
あり）を利用したい。 

76.8%

いる 
37.5%

いる 
31.3%

いる 
24.1%

町立幼稚園（預
かり保育あり）
を利用したい。 

55.4%

町立幼稚園
（預かり保育なし）

を利用したい。 
13.9%

新しく開設される
園へ転園したい。 

25.7%

町外の私立保育園・
認定こども園などを

利用したい。 
5.0%

無回答 
0.0%

町立幼稚園（預
かり保育あり）
を利用したい。 

58.9%

町外の私立保育園・
認定こども園などを

利用したい。 
2.6% 新しく開設される

園へ入園（転園）
したい。 
30.8%

町立幼稚園（預かり保
育なし）を利用したい。 

6.4%



広報聖籠 R2.6　4日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

問7  ①令和２年４月１日で「０歳児クラス」（平成31年４月２日～令和２年４月１日生まれ。出産予定を含みます。）
のお子さんがいますか？

②「いる」場合は、そのお子さんについて令和４年度（2歳児クラス）はどのような子育てを予定・希望しますか？
③「新しく開設される園へ入園（転園）したい。（２歳児まで利用）」または「既にある町内私立保育園をしたい。
（２児歳まで利用）」とした場合は、そのお子さんの「３歳児クラス」からの子育てについてどうお考えですか？

問8  ①もし、令和４年度に「1歳児クラス」（令和2年4月2日～令和3年4月1日生まれ。出産予定を含みます。）の
お子さんがいた場合、どのような子育てを予定・希望しますか？

②「新しく開設される園へ入園（転園）したい。（2歳児まで利用）」または「既にある町内私立保育園をしたい。
（2歳児まで利用）」とした場合は、そのお子さんの「３歳児クラス」からの子育てについてどうお考えですか？

①R2年度に0歳児クラスが・・・

①もし、R4年度に1歳児クラスがいたら・・・

③（2歳児まで私立保育園利用とした場合に）
　 3歳児クラスからの子育ての考えは・・・

②R4年度（2歳児クラス）での子育ては・・・

②（2歳児まで私立保育園利用とした場合に）
　  3歳児クラスからの子育ての考えは・・・

（n＝323）

（n＝323）

（n＝20）

（n＝57）

（n＝83）

町立幼稚園（預かり保育
なし）を利用したい。 

10.0%

新しく開設される園へ
入園（転園）したい。 

10.0%

町立幼稚園（預かり保育
あり）を利用したい。 

75.0%

町外の私立保
育園・認定こ
ども園などを
利用したい。 

0.0%

新しく開設される
園へ入園（転園）
したい。（５歳児

まで利用） 
49.8%

無回答 
15.2%

在宅で子育て
をしたい。 

5.6%

町外の私立保
育園・認定こ
ども園を利用

したい。 
3.7%

町立幼稚園（預かり保
育なし）を利用したい。 

7.2%

町立幼稚園（預かり保育
あり）を利用したい。 

83.2%

町外の私立保
育園・認定こ
ども園などを
利用したい。 

0.0%

無回答 
1.2%

いない 
68.8%

無回答 
13.6%

無回答 
0.0%

無回答 5.0%

いる 
17.6%

新しく開設される
園へ入園（転園）
したい。（５歳児

まで利用） 
50.8%

既にある町内
私立保育園をしたい。
（２歳児まで利用） 

24.8%

新しく開設され
る園へ入園（転
園）したい。（２
歳児まで利用） 

0.9%

新しく開設される園へ
入園（転園）したい。 

8.4%

既にある町内私
立保育園を利用
したい。（２歳
児まで利用） 

33.3%

新しく開設される園へ入園（転
園）したい。（２歳児まで利用） 

1.8%

町外の私立保育
園・認定こども
園を利用したい。 

5.3%

在宅で子育てをしたい。 
8.8%



5　R2.6 広報聖籠 日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

お問い合わせ　子ども教育課　子ども・子育て支援係（内線３０６）

問9  ①もし、令和4年度に「0歳児クラス」（令和3年4月2日～令和4年4月1日生まれ。）のお子さんがいた場合、
どのような子育てを予定・希望しますか？

②「新しく開設される園へ入園（転園）したい。（2歳児まで利用）」または「既にある町内私立保育園をしたい。
（2歳児まで利用）」とした場合は、そのお子さんの「3歳児クラス」からの子育てについてどうお考えですか？

問10　町立幼稚園を統廃合しようとしたとき、存続
させる町立幼稚園として最も適当と考える場所
はどこですか？

問11　新しい子育てのしくみでは3歳児クラスから
私立保育園（認定こども園となる場合もありま
す。）または町立幼稚園を選択できることとな
ります。
　送迎については、新しく開設される私立保育
園では保護者対応となる予定ですが、現在3つ
ある町立幼稚園では、それぞれの学区内で送迎
を行っています。
　しかし、今後、町立幼稚園を統廃合する場合
は送迎範囲が広がり、送迎時間が長くなるなど
運用が難しくなることから町立幼稚園での送迎
は廃止し保護者送迎への移行を検討しています。
このことについてどのようにお考えですか？

①もし、R4年度に0歳児クラスがいたら・・・ ②（2歳児まで私立保育園利用とした場合に）
　  3歳児クラスからの子育ての考えは・・・（n＝323）

（n＝68）

（n＝323）

（n＝323）

以上の結果を踏まえ、町における新しい子育てシステムの在り方について検討を進めてまいります。

新しく開設される
園へ入園したい。

（５歳児まで利用） 
48.9%

町外の私立保
育園・認定こ
ども園を利用

したい。 
2.8%

在宅で子育て
をしたい。 

8.0%

無回答 
19.2%

町立幼稚園（預か
り保育なし）を利

用したい。 
7.4%

町立幼稚園（預かり保育
あり）を利用したい。 

82.3%

無回答 
0.0%町外の私立保育園・

認定こども園など
を利用したい。 

1.5%

町立蓮野幼稚園
（蓮野小学校の隣） 

25.1%
町立亀代幼稚園

（次第浜集落内） 
21.4%

無回答 
1.9%

町立蓮潟幼稚園
（蓮潟集落内） 

51.6%

無回答 
2.8%

その他 
1.9%

今までどおり
無料で送迎を
続けるべき 

32.8%

利用料が発生したとしても
送迎は続けるべき 

13.9%

送迎廃止は
やむを得ない 

48.6%

新しく開設される園へ
入園（転園）したい。 

8.8%

既にある町内私立
保育園をしたい。

（２歳児まで利用） 
20.4%

新しく開設される園へ
入園したい。（２歳児

まで利用） 
0.6%



広報聖籠 R2.6　6日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

行財政改革は、一人ひとりの意識改革です。� 「安心して暮らせる福祉のまちづくり」第２回

認知症を知ろう！
　わが国の 65 歳以上の高齢者人口は 2018 年（平成 30 年）10 月１日時点で 28.1％となり、世界でも最も高い
水準になっています。それに伴い、「認知症高齢者」の数は、団塊の世代が 75 歳となる 2025 年（令和７年）に
は約 700 万人に増加し、65 歳以上の５人に１人が認知症になるといわれています。また町でも介護保険申請者
の３人に１人が認知症と診断されており、身近な病気です。
　健康寿命の延伸と同時に、認知症になっても、住みなれた聖籠町で認知症とともにより安心して暮らし続けら
れるよう、町の認知症に対する取り組みをご紹介します。

認知症の主な原因　

認知症の症状　

67.6％19.5％
認知症を予防しよう
★バランスよく食べよう
★よく歩こう
★人と交流を持とう

【脳血管性認知症】
　脳梗塞や脳出血の病気
が原因。高血圧症や糖尿
病など生活習慣病の予防
が重要。

【アルツハイマー型認知症】
脳の細胞が壊れ萎縮する。

認知症に大切なことは
早期発見・早期治療

　気になったらかかりつけ医
や専門医に受診を、また必要
時サービスを利用しましょう。

資料：厚生労働省：認知症施策の総合的推進について

中核症状
認知症になると起こる症状
（治すことができません）

周辺症状
その人を取り巻く環境で変化

（関わりで症状が改善することがあります）

不安が強い

うつ状態

一人で
歩き回る

介護の協力を
拒否する

すぐに
怒り出す

実際に見えないもの
が見えたり、聞こえ
たりする

事実でないことを信じ
込み、訂正がきかない

物事の段取り
ができない同じことを

何度も確認する

話している言葉
が理解できない

場所や時間が
わからない



7　R2.6 広報聖籠 日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

シリーズ 行財政改革　「子どもへ・福祉へ・未来へ」３つの投資で「住んでよかった」まちづくり

お問い合わせ　聖籠町地域包括支援センター（町保健福祉センター内）
☎２７−６５２１

認知症の人と接するときのポイント

町の取り組み　
【認知症サポーター講座】
　地域で認知症を考える機会をもち、認知症の病気や関わり方についても学べます。

オレンジカフェなごみ【認知症カフェ】
　地域で認知症の人がつながりをもつ場（毎月第３月曜日）

【介護者のつどい】認知症の介護者同士が地域でつながりをもつ場（毎月第２月曜日）

認知症サポーター養成講座をご希望の地域、団体などは地域包括支援センターにご相談ください。

　今後も認知症の人、家族、地域住民、専門職などが誰もが気軽につどい、認知症の人および家族を支える
つながりを支援していきます。今後の開催日程については、広報などでお知らせします。

参加した小学生の感想
　○お年寄りに優しく声をかけようと思った
　○記憶の病気であることが分かった。
　○もっとおじいちゃんと話しをしようと思った。

参加者の感想
　○お手玉やあやとりなど昔の遊びができた
　○外に出かけるのは楽しい
　○介護の相談ができた
　〇体を動かしてよかった

介護者の皆さんの感想
　○大変なのは自分だけでないことが分かった　○仲間ができた　○対応で困った事を相談できた

　認知症サポーター講
座修了者には、オレン
ジリングを渡します。

○優しくゆっくり簡潔に話す：記憶力や理解力が低下しているので、びっくりさせない。
○表情：言葉が分からなくなっても相手の表情は分かるので安心できる顔で。
○目線：相手と同じ目線になるように。突然声をかけられるとびっくりします。
○自尊心を大切に、相手に敬意を払う：症状が進んでも感じる心は生きています。
○思い出せないことは無理に思い出させない。間違いを正さない。

ご家族の方はがんばりすぎない、一人で悩まないことが大切です。



広報聖籠 R2.6　8日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

　新型コロナウイルス感染症の対策のために、行動が制限され、感染への不安を感じている方も多いでしょう。
普段私たちのからだは、自律神経系・内分泌系・免疫系のバランスで微妙に調節されています。しかし、今のよ
うな不安定な日常が続くことで、生活リズムが変化し、ストレスも増加した状態が長引くと心身ともに疲れてし
まい、３つのバランスも崩れ多くの病気を引き起こす原因になります。
　特に、外出する機会が減り運動不足を実感している方が多いと思われます。高齢者の場合は、外出を控えすぎ
て「生活不活発」による健康への影響が特に大きくなるため心配です。
　そこで、①気分転換・リフレッシュ方法として　②体力筋力アップ・フレイル予防として　③食欲増進をはか
り食生活・栄養改善の第一歩として　の「運動習慣」を身につけ、規則正しい体内時計を取り戻しましょう!!

1. ストレスを発散し、「快眠」につなげよう
　有酸素運動には、ストレス軽減と不安解消につながる鎮静効果があります。不安や気分が落ち込んでいるとき
はウォーキングなどの軽い運動がお勧めです。全身の血流を増加させ、脳や神経に酸素や栄養を送って働きを活
発にします。リラックス効果もあり、負の感情を軽減できます。
　運動が習慣化すると毎日のすごし方にメリハリができ、体内時計が規則正しく 24 時間に調整されることで、
良質な睡眠（快眠）につながります。快眠はさらに気持ちを落ち着かせるとともに、多くの生活習慣病の予防に
もつながります。
※ウォーキングや散歩では、人混みを避けましょう。

聖籠町
を歩こう！健康ウォーキングロード

聖籠町
を歩こう！健康ウォーキングロード

新潟県立聖籠緑地公園

距離：2.57 ㌔
新潟東港工業団地の一角に整備された公園で、水辺の
広場、散策路、運動広場等四季を通じて楽しめます。 ※聖籠町健康ウォーキングマップは、聖籠町保健福祉

センターにあります。

お一人様ウォーキングのメリット
・集団じゃないから、感染のリスクが少ない！

もう、一人で歩いていても恥ずかしくない！！
・自分の体調や体力に合わせてマイペースで歩け

る！買い物ついでに、仕事帰りに…など自分の
タイミングでできる！！

・速歩きとゆっくり歩きの組合せができる！！
・悩みや考え事だって、外で「運動しながら」で

ポジティブ思考に！！
・結果的にはダイエットや生活習慣病予防に！！

先の見えない自粛生活
こんな時こそ

運動習慣で規則正しい体内時計を！

その１



9　R2.6 広報聖籠 日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

お問い合わせ・ご相談は、
保健福祉課　保健師・管理栄養士　☎ 27-6511
長寿支援課　健康運動指導士　　　☎ 20-7433

2. 筋肉量アップで、
生活習慣病予防

　一日中テレビの前で座ったまま過ごすと、筋肉量が
減少し、体温も低下してしまい、様々な病気につなが
ります。例えば生活習慣病が重症化してしまうと、感
染症への抵抗力も大幅にダウンしてしまいます。
　ラジオ体操のような自宅でできる運動でも、筋力の
衰え予防に役立ちます。スクワットなどの足腰の筋力
を強める運動はさらに有効です。
　ただ、極端に負荷をかけた過剰な運動は、
疲労が蓄積しすぎてしまうので逆効果です。
自分にあった適度な運動が重要です。

【椅子でスクワット】
・両足は肩幅にして、つま先は外向き 30 度
・顔は正面を向き、お尻を引く感じで
・「息を吐きながらゆっくり立ち上がり、息を吸いながらゆっ

くり座る」のスロートレーニング（自重負荷）を心がける

3. 食欲が出てきたところで、
美味しいバランス食を

　ずっと家に閉じこもり、一日中
テレビ、ゲームや動画を見てだら
だらと過ごすと、空腹も感じにく
く、食べたり食べなかったりとし
ていませんか？また、自分の好きなものばかり食べが
ちだと、栄養に偏りも出てきてしまいます。
　運動することで食欲も湧き、食事時間も規則的にな
ることで、体内時計を 24 時間に調整できます。自宅
にいる時間が長くなる今だからこそ、食事時間は規則
正しく、バランスを整えたメニューに気を配りましょ
う。

聖籠町
を歩こう！健康ウォーキングロード

聖籠町
を歩こう！健康ウォーキングロード

せいろう緑丸観光コース　弁天潟編

※適度な運動とは
息が少しはずむ程度の運動を１回 30 分以上で週２～３回
筋トレの場合は、ゆっくりと、ややきついと感じる程度

その２

距離：1.4 ㌔
弁天潟風致公園や周辺に観光さくらんぼ園・
観光ぶどう園などもあり、四季折々の風景を
感じながら歩けます。

←蓮野I.C 追分交差点

肉みそでたくさん野菜を食べよう！
肉みそサラダの作り方

【材　料】（２人分）
豚ひき肉…………………150ｇ
ネギ（みじん切り）……1/3 本
生姜（みじん切り）……5ｇ　
ニンニク（みじん切り）…1/2 片
ごま油……………………小さじ１
Ａ：みそ…大さじ１、砂糖…大さじ1、醤油…小さじ１/2、

だし汁 50㏄（鶏がらスープの素 0.8ｇ、酒…小さじ 2）
Ｂ：片栗粉…小さじ１/2、水…小さじ 1
レタス・きゅうり・人参・パプリカ・青じそなど…適量

【作り方】
① フライパンにごま油を熱し、生姜、ニンニクを入れて

炒め香り出す。豚ひき肉を加えて炒め、火が通ったら、
Ａを加えて軽く煮詰める。

② ①にネギを加えて軽く炒め、Ｂでとろみをつける。
③ 器に盛り付け、お好みで白髪ねぎをのせて、七味とう

がらしを振る。お好みの野菜とともに盛り付ける。



広報聖籠 R2.6　10日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

６月は児童手当・特例給付の『現況届』提出月です

子育て世帯への臨時特別給付金のご案内

子育て世帯への臨時特別給付金および児童手当に関するお問い合わせ
子ども教育課　子ども・子育て支援係（内線３０７）

子育て世帯の生活を支援するため児童手当受給者に一時金を支給します
　町から児童手当を受給している方には自動的に支給されますので、改めての申請は不要です。
　対象者には、詳しい案内を郵送します。

【支給対象者】令和２年４月分の児童手当を受給している方（基準日：令和２年３月 31 日）
※ 特例給付の方には支給されません。
※ 基準日以降に転入された方は、転出元の市町村にお問い合わせください。

【対 象 児 童】児童手当の令和２年４月分の対象となる児童です。
【支 給 額】対象児童１人につき１万円です。
【支 給 時 期】６月 19 日（金）（予定）
【支 給 方 法】児童手当受給口座に振り込みます。

●新高校１年生となった場合なども対象となります
　３月分の児童手当の対象（基準日：令和２年２月 29 日）となっている児童であれば、４月から新高校１年
生となった場合なども対象となります。詳しくは郵送する案内をご覧ください。

●公務員の方へのご案内
　所属庁から児童手当を受給している公務員の方は、本給付金は居住市町村より支給されますので、子ども教
育課へ申請をお願いします。

【必要書類】・子育て世帯への臨時特別給付金申請書（所属庁から公務員児童手当受給状況証明印のあるもの）
・振込口座の通帳またはキャッシュカードの写し

【申 請 先】〒 957-0192　聖籠町大字諏訪山 1635 番地 4　 聖籠町役場子ども教育課
【支給時期】申請の翌月中旬（予定）
【申請期限】10 月 30 日（金）まで

　児童手当を受けている方は、毎年６月に「現況届」を
提出しなければなりません。
　対象者には子ども教育課から通知を郵送します。必要
書類を添付のうえ、６月 30 日（火）までに同封の返送
用封筒で郵送いただくか、子ども教育課窓口に直接ご提
出ください。（新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め郵送提出にご協力ください。）
　なお、現況届が提出されない場合は、６月分以降の手
当が受けられなくなりますのでご注意ください。詳しく
は、郵送する通知をご覧ください。
　また、例年印鑑の押印漏れや保険者証の写しの提出が
必要な方の添付漏れが多数生じています。提出前に、今
一度書類の確認をお願いします。

６月 10日（水）に児童手当を振り込みます
　児童手当の６月支払い分（令和２年２月～５月分）は、
６月 10 日（水）に受給者の指定した金融機関に振込み
ます。個人への支払通知は、この紙面をもって代えさせ
ていただきます。

児童手当とは・・・
　家庭などにおける生活の安定に役立てるとともに、
次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること
を目的とし、児童を養育している方に支給される手
当です。

※児童手当でいう第１子、第２子、第３子とは、18 歳に達する
日以後最初の３月 31 日までにある子どもの中で、何番目に当
たるかを表します。

【支給月額】
年 齢 支給月額

0～3歳（3歳になる誕
生月まで） 1万5000円

3歳～小学校修了前
（第1～2子） 1万円

3歳～小学校修了前
（第3子以降） 1万5000円

中学生 1万円
特例給付（所得制限以
上） 5000円

【所得制限】
令和２年度（令和元年分）
扶養親族

の数
所得額

（万円）
０人 ６２２

１人 ６６０

２人 ６９８

３人 ７３６

４人 ７７４

５人 ８１２



11　R2.6 広報聖籠 日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方および学生の方へ

国民年金保険料の免除申請が可能です！

お問い合わせ　役場町民課　町民サービス係（内線１１２）
　　　　　　　または　国民年金機構　年金加入者ダイヤル　☎０５７０−００３−００４

　国民年金保険料免除申請について、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し国民年金保険料
の納付が困難になった方や、学生を対象に臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続
きにより、国民年金保険料免除申請が可能となります。

次の①、②のいずれにも該当する方および学生
①　令和２年２月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われたなどにより収入が減少

したこと。
②　令和２年２月以降の所得の状況からみて、当年度中の所得見込額（※１）が国民年金保険料免除基準

相当（※２）（※３）、学生は学生納付特例基準相当（※１）になることが見込まれる方
※１　令和２年２月以降の任意の月（収入が最も低い月など）における所得額を 12 か月分に換算し、

見込みの経費などを控除し算出します。
※２　当年中の所得見込額が全額免除基準相当や一部免除基準相当に該当する場合に、それぞれの基準

に該当する免除が適用になります。
※３　免除等の判定においては、世帯主および配偶者（納付猶予は配偶者のみ）も審査の対象となりま

す。また、申請者本人のほか、世帯主や配偶者が①と②に該当するときにも、この簡易な手続によ
る申請ができます。

●免除承認の所得基準
　それぞれの免除区分について、所得が以下の計算式で計算した金額以下であることが必要です。

全 額 免 除 （扶養親族等の数 ＋1）× 35 万円 ＋ 22 万円　例：単身世帯の場合は 57 万円　
夫婦世帯の場合は 92 万円

４分の３免除 78 万円 ＋ 扶養親族等控除額 ＋ 社会保険料控除額等

半 額 免 除 118 万円 ＋ 扶養親族等控除額 ＋ 社会保険料控除額等

４分の１免除 158 万円 ＋ 扶養親族等控除額 ＋ 社会保険料控除額等

学　生
全 額 免 除 118 万円 ＋ 扶養親族等の数 × 38 万円 ＋ 社会保険料控除額等

【申請の対象となる期間】
　令和２年２月分から６月分まで（令和２年７月分以降は、改めて申請が必要です。）
　※学生については、令和元年度分として令和２年２月分から令和２年３月分まで
　　　　　　　　　　令和２年度分として令和２年４月分から令和３年３月分まで

【申請に必要なもの】
　・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
　・所得の申立書（簡易な所得見込額の申立書（臨時特例用））
　・学生については、学生証のコピー

※必要書類については、役場町民課に用意してあるほか、日本年金機構ホームページからもダウンロード
できます。



広報聖籠 R2.6　12日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

新型コロナウイルス感染症の感染者などを
対象とした傷病手当金を支給します

第11回特別弔慰金の請求手続きを行っています

お問い合わせ　役場町民課　町民サービス係（内線１１４）
　　　　　　　または新潟県福祉保健課援護恩給室　☎０２５−２８０−５１８０

お問い合わせ　役場町民課　保険係（内線１１５）

聖籠町国民健康保険に
加入されている皆さま

戦没者の
ご遺族の皆さま

支給対象者（次の１から３の全てに該当する方）
１　勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルスに感染または発熱などの症状があり感染が

疑われる方
２　感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が３日間を超える方
３　労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方（期間中に給与の一部の支払いを

受けることができる場合で、その給与の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。）
支　給　額

＝ １日当たりの支給額 　（直近の継続した３か月間の給与収入（※1）の合計額 ÷ 就労日数）× 2/3
※1 期末勤勉手当（賞与）は除く。

× 支給対象となる日数 　労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数（※2）
※2 当該期間の初日から３日間で就労を予定していた日数は除く。

※　１日あたりの支給額については、健康保険法の規定による標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の
1/30 に相当する金額の 2/3 に相当する金額が上限となります。

対　象　期　間
　令和２年１月１日から９月 30 日までの間で、労務に服することができない期間（ただし、入院が継続する場
合などは最長１年６か月間まで）

※　今後の新型コロナウイルスの感染状況によって延長される場合があります。
手続き・申請場所
　該当する方は、所定の申請書４枚（役場町民課にあります。本人が記入するだけでなく、勤め先、療養にか
かった医療機関からも記入いただく必要があります）を、役場町民課に提出してください。

　役場町民課で第 11 回特別弔慰金（額面 25 万円、５年償還の記名国債）の請求手続きができます。該当する方
は、役場町民課にお越しください。なお、個別のご案内は行いません。
　請求に必要な書類はすべて町民課で用意しています。印鑑および戸籍の代金（450 円または 750 円、複数必要
な場合もあります）、本人確認ができる書類をお持ちください。
前回（第10回）の手続き ①請求書を提出するほか、戸籍抄本をとっていただきます。

②今回から請求できる方が２人以上いる場合の同意書の提出が不要と
なっています。

①請求できる方がいるかお調べします。
②請求書・戸籍抄本のほか、戦没者との関係がわかる戸籍が必要です。
③今回から請求できる方が２人以上いる場合の同意書の提出が不要と

なっています。
【請求期限】令和５年３月 31 日まで
請求期限を過ぎると特別弔慰金を受けることができなくなりますので、請求漏れのないよう十分ご注意ください。

→

→
⎫
⎬
⎭

同じ方が請求する

請求した方が亡くなっている

請求したことはないが、
戦没者の遺族がいる



13　R2.6 広報聖籠 日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

■一般行政職採用試験の日時、場所、試験内容
第１次試験　7月12日（日）午前 10 時から

（受付：午前９時～９時 40 分）
場　　　所　聖籠町役場（聖籠町大字諏訪山1635番地4）
試 験 科 目　教養試験、専門試験、性格特性検査
第２次試験　９月上旬予定
場　　　所　聖籠町役場
試 験 科 目　面接試験、作文試験
■採用試験区分

・一般行政（大学卒業程度）　若干名
　平成５年４月２日以降に生まれた方で４年制大学を卒
業した方または令和３年 3 月 31 日までに卒業見込みの
方

■申込方法
　「受験申込書」を聖籠町役場総務課に持
参または郵送してください。（郵送の場合、
申込期限日の消印のあるものまでが有効）
・「受験申込書」、「受験案内」は、役場総

務課にあります。
・郵送で申込書などを請求する場合は、

封筒の表に「一般行政試験受験申込書
請求」と朱書きし 84 円切手を同封し
てください。

・聖籠町のホームページからもダウン
ロードできます。

（http://www.town.seiro.niigata.jp）

■申込期限
　　　　6月12日（金）午後 5 時 15 分まで
■試験結果の通知・採用

第１次試験結果通知 … ８月上旬予定
最終合格通知　　　 … ９月下旬予定
・試験結果は、受験者全員に対して通知します。
・採用は令和３年４月１日を最初の採用の日とします。
■一般行政職の給料

　初任給は、大卒で月額 182,200 円です。（令和２年５月
１日現在。金額が変更の場合あり。）
　また、学歴や職歴などにより一定の基準で加算される場
合があります。
　この他に期末手当、勤勉手当および状況により扶養手当、
通勤手当などが支給されます。
新型コロナウイルス感染症などへの対応について
●試験日程・試験会場などについて、急きょ変更する場合が

あります。
　変更があった場合は、町ホームページに掲載しますので、
受験を希望する方は随時確認してください。

●以下の点に留意してください。
・試験当日は、感染予防のためマスクの着用をお願いします。
・試験会場は、適宜、窓やドアなどを開けて換気します。温

度調節のしやすい服装でお越しください。
■その他
　今年度は、土木職（高校卒業程度）についても採用試験を
実施する予定です。
　詳細は、決まりしだい広報などでお知らせします。

聖
籠
町
大
字
諏
訪
山
一
六
三
五
番
地
四

 

聖
籠
町
役
場
総
務
課
　
行
き

　
○
○
○
○
試
験
　
受
験
申
込
書
請
求

957-0192

申込書請求封筒
記載例

お問い合わせ　役場総務課　総務管理係（内線２２３）

◆
現
在
担
当
し
て
い
る
仕
事
は
？

　
上
下
水
道
課
は
水
道
係
、
下
水

道
係
の
２
つ
の
係
に
分
か
れ
て
い

て
、
私
は
水
道
係
と
し
て
、
上
下

水
道
料
金
の
賦
課
や
徴
収
、
水
道

メ
ー
タ
ー
の
検
針
に
関
す
る
事
務

な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

◆
仕
事
で
や
り
が
い
を

 

感
じ
る
瞬
間
は
？　

　
町
民
の
方
々
が
普
段
通
り
の
生

活
を
送
れ
る
よ
う
水
道
を
安
全
に

供
給
で
き
て
い
る
と
き
で
す
。
少

し
漠
然
と
し
た
表
現
で
す
が
、
上

下
水
道
に
関
し
て
は
何
か
支
障
が

あ
っ
た
時
に
町
民
の
方
々
の
生
活

に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
し
ま
い

ま
す
。
そ
の
た
め
町
民
の
皆
様
が

普
段
通
り
水
道
が
利
用
で
き
る
環

境
を
守
る
と
い
う
使
命
感
を
持
ち
、

日
々
の
業
務
に
励
ん
で
い
ま
す
。

　
ま
た
、
窓
口
や
電
話
で
お
客
様

が
困
っ
て
い
た
こ
と
を
解
決
で
き

た
時
や
、
私
の
説
明
で
納
得
し
て

い
た
だ
け
た
と
き
な
ど
も
や
り
が

い
を
感
じ
る
瞬
間
で
す
。

◆
聖
籠
町
職
員
を
目
指
す

 

皆
さ
ん
へ
一
言　

　
私
は
、
小
さ
い
頃
か
ら
育
て
て

も
ら
っ
た
聖
籠
町
の
た
め
に
仕
事

を
し
た
い
！
と
思
い
就
職
活
動
に

臨
み
ま
し
た
。
今
、
自
分
が
望
ん

だ
就
職
先
で
仕
事
を
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
い
る
こ
と
を
非
常
に
幸
せ

と
思
う
と
と
も
に
、
誇
り
に
感
じ

て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
受
験
を
考

え
て
い
る
皆
さ
ん
も
、
聖
籠
町
に

対
し
て
様
々
な
思
い
を
抱
い
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
ん

な
皆
さ
ん
と
い
つ
か
一
緒
に
仕
事

が
で
き
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て

い
ま
す
。

平成 30 年度採用（入庁３年目）
上下水道課　渡辺　脩（一般行政）

先
輩
に

�

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー！

聖籠町職員採用試験のお知らせ



広報聖籠 R2.6　14日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

東京圏（東京・神奈川・千葉・埼玉）から移住・就業された方

お問い合わせ　　役場総合政策課　政策係（内線２６３）
　　　　　　　　E-mail：sousei@town.seiro.niigata.jp

申請の期限についてはお問い合わせください

対象要件　※ 他にも要件がありますので、詳しくはお問い合わせください

移住支援金受給までの流れ

【移住に関する主な要件】
◆ 聖籠町に住民票を移す直前の 10 年間のうち、通算５年以上、東京 23 区内に在住または東京圏の

うちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京 23 区内へ通勤していたこと
◆ 聖籠町に住民票を移す直前に、連続して１年以上、東京 23 区内に在住または東京圏のうちの条件

不利地域以外の地域に在住し、東京 23 区内への通勤をしていたこと

【就業に関する要件】　※ 起業に関する要件については、お問い合わせください
◆ 新潟企業情報ナビに移住支援金の対象として掲載されている求人に応募し、採用され就業したこと
◆ 上記求人に就業後３か月以上であること

・移住支援金マッチングサイト「新潟企業情報ナビ」に求人情報が掲載されている求人への就業
でないと、移住支援金の交付対象にはなりません。

・予算に限りがありますので、要件を満たす方はお早めに申請窓口へお問い合わせください。
・一定の事由（１年以内の退職、５年以内の転出など）に該当した場合は返還いただくことにな

ります。

まずは、『新潟企業情報ナビ』で求人情報をご覧ください！

新潟企業情報ナビ 検索 https://www.niigata-kigyo-navi.jp/

!

移住支援金
を支給します！

世帯１００万円 単身６０万円
東京２３区などから聖籠町に移

住し、対象法人に就業した方に

移住支援金を支給する制度です。

新潟企業情報ナビ
掲載の求人に応募

町へ
移住支援金申請 支給採用

内定
移住
就業

就業から３か月以上経過後かつ、
移住から３か月以上１年以内に申請



15　R2.6 広報聖籠 日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

チェーンメールが届いたら
スト
ップ
！

　ザ
・悪
徳商
法

消 費 生 活消 費 生 活

役場町民課
消費生活センター

☎２７−１９５８（直通）
※来所の際は事前にお電
　話頂けると確実です

6月

4月相談受付状況
件数 主な相談内容
13件 マスク、光回線、光電話、補正下着、石油

給湯機、架空請求メール、洗濯機、寝具の
訪問販売

116

不定期連載　子どもとスマホ、インターネットに関する相談事例　第３回

～現代版「不幸の手紙」～

【拡散希望！】

既読スルー禁止だよ！

友だちバトン！
50の質問に答えて、
5人に回そう！

ある小学生が交通事故にあい、
○○病院に搬送されました。
献血が足りません。
皆さんの力を貸してください！

彼女を殺した犯人をさがして
います。このメールを回さず
に止めた人がわかるシステム
を使っています。止めた人を
犯人とみなします。

幸せを運ぶ魔法の写真！
友だち10人に回してね☆

❶チェーンメールってなに？
　他者への転送を呼びかけるメール（メッセー
ジ）です。（チェーンは鎖という意味です。）転
送を促すために、恐怖心をあおったり、善意に
訴えたり、友情を試すような言葉が添えられて
いることが多いのが特徴です。注意の呼びかけ
など、チェーンメールと自覚せずに転送してし
まうこともあります。

❸善意で送るのはいいのでは？
　②で説明した通り、チェーンメールはその性
質から、内容を疑わなければいけません。
　ウソの献血募集メールで名前を挙げられた無
関係の病院は、問合せが殺到して業務に支障が
出てしまったそうです。
　善意のつもりでも、転送したことでかえって
迷惑をかけたり、混乱を招いてしまう恐れがあ
ります。

　誰かに転送させようとするメールはすべて
チェーンメールです。どんな内容でも、転送す
るのはやめましょう。

❹自分で止めるのはちょっと怖い…
　止めた人がわかるシステムはありませんが、
送ってきた友だちとの関係など不安な時は、信
頼できる大人に相談してみましょう。消費生活
センターも、お話を聞いてアドバイスしたり、
役に立つ情報の提供など、きっと
力になれると思います。

❷届いたらどうすればいい？
　転送せず、止めてください。相手の都合も聞
かずに突然転送を押し付けるのは「迷惑の拡
散」です。それに、転送を繰り返す間に内容を
書き換えられたり、書き加えられたり、犯罪に
つながる電話番号や URL が付け加えられるこ
ともあります。一度転送してしまったら、もう
取り消すことはできません。



広報聖籠 R2.6　16日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

●「自転車安全利用五則」を守りましょう！
　① 自転車は、車道通行が原則、歩道通行は例外
　② 車道は左側を通行
　③ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
　④ 安全ルールを守ろう
　　 ○ 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
　　 ○ 夜間はライトを点灯
　　 ○ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
　⑤ 子どもはヘルメットを着用

●歩行者ではなく「車両」の仲間です！
　自転車は「車両」の一種（軽車両）です。歩行者
ではありません。車道や歩道を自由気ままに歩行者
感覚で走ることは許されません。

●「損害賠償責任保険」に加入しましょう！
　自転車は、手軽なイメージがあります。しかし、交
通事故の加害者になってしまうと、多額の損害賠償が
発生する可能性があることについては、あまり認識さ
れていません。万一の事故の補償に備えて「自転車保
険」など、損害賠償責任保険に加入しましょう。
　TS マークは、自転車安全運転整備店で点検整備（有
料）を行い、基準に合格した安全な自転車です。
　TS マークには数種類あり、（右図は
第２種赤色 TS マーク）、傷害・賠償責
任保険がついていて、万一事故に遭った
り、事故を起こしたときに活用できます。

（※TS マーク付帯保険適用期間は点検か
ら１年間です。）

町の交通事故発生状況
区分

年

3 月
（うち高齢者数）

1月〜 3月累計
（うち高齢者数）

発生件数 死者数 傷者 発生件数 死者数 傷者

令和2年 1
（1） 0 1

（0）
9

（5）
0

（0）
11

（1）

平成31年 0
（0） 0 0

（0）
5

（2）
1

（1）
4

（1）

増　減 1
（1） 0 1

（0）
4

（3）
-1

（-1）
7

（0）

　4 月 23 日（木）、聖籠町交通安全母の会、新発田地区交通
安全協会聖籠支部の総会が行なわれ、両会の今年度の活動内容を決定しまし
た。
　交通安全思想の普及と交通事故防止のため、関係者の皆様には町の交通安
全活動にご尽力をいただきます。
　なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、 活動については、7
月まで中止となります。

※　こども園・小学校・中学校での交通安全教室なども中止となっています。
　子どもたちが交通事故にあわないように家庭で「気をつけてね！」と、声
　をかけあい交通事故防止に努めましょう。

　優秀運転者表彰は、県警察本部長と県交通安全協会が連名で行う表彰で、運転経歴により、50 年・40 年・
30 年・20 年の無事故・無違反表彰があります。今年は、40 年無事故・無違反の 5 名の方々に、表彰状が授
与されました。おめでとうございました。

〈受彰者〉☆４０年表彰（敬称略）

渡辺　義
よ し の り

徳（網代浜）　　　斉藤　健
け ん い ち

一（山三賀）
伊藤　イミ子（次第浜）　　栗原　ハル子（山大夫）
加藤　まり子（杉谷内）

交通安全に関することは
役場生活環境課

☎27−2111（内線２８４）

交 通
安 全
vol.217

今日も一日交通安全

優秀運転者表彰の授与！

自転車を安全利用するには・・・

交通安全団体の活動決定！

◎聖籠中学校の生徒も交通ルール
を守っています！

これからも
安全運転
してね！

ヘルメット着用ＯＫ！
一列ＯＫ！
一時停止もＯＫ！



17　R2.6 広報聖籠 日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

　
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
役
場
各
課
の
主
な
業
務
、
各
種
委
員
会
の
活
動

　
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
役
場
各
課
の
主
な
業
務
、
各
種
委
員
会
の
活
動

な
ど
を
町
民
の
皆
さ
ん
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

な
ど
を
町
民
の
皆
さ
ん
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
掲
載
内
容
に
つ
い
て
の
、
ご
意
見
・
ご
質
問
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

　
掲
載
内
容
に
つ
い
て
の
、
ご
意
見
・
ご
質
問
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

担
当
課
ま
た
は
総
務
課
広
報
担
当
ま
で
電
話
か
町
政
ポ
ス
ト
の
ハ
ガ
キ

担
当
課
ま
た
は
総
務
課
広
報
担
当
ま
で
電
話
か
町
政
ポ
ス
ト
の
ハ
ガ
キ

で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

ふ
る
さ
と
整
備
課

４
月
20
日
（
月
）

■
令
和
２
年
度
第
１
回
聖
籠
町

都
市
計
画
審
議
会
開
催

　
審
議
会
で
は
、
次
の
事
項
に
つ
い

て
審
議
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。

・
会
長
、
副
会
長
の
互
選
に
つ
い
て
、

会
長
に
は
「
横
井　

正
氏
（
亀

塚
）」、
副
会
長
に
「
圓
山　
昌
晴

氏
（
蓮
野
）」
が
再
任
。

・
市
街
化
調
整
区
域
内
の
指
定
区

域
※
に
お
け
る
住
宅
な
ど
の
建
築

制
限
の
緩
和
に
つ
い
て
町
長
か
ら

諮
問
が
あ
り
、
審
議
し
た
結
果
、

適
当
で
あ
る
と
町
長
に
答
申
。

※
役
場
周
辺
な
ど
、
住
宅
が
連
た
ん
し

て
い
る
指
定
区
域

農
業
委
員
会

４
月
24
日
（
金
）

■
農
業
委
員
会
第
24
期

第
14
回
総
会
開
催

・
農
地
法
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
許

可
申
請
に
つ
い
て
・
・
・
・
１
件

・
農
地
法
第
５
条
の
規
定
に
よ
る
許

可
申
請
に
つ
い
て
・
・
・
・
１
件

・
農
用
地
利
用
集
積
計
画
に
よ
る

（
所
有
権
移
転
）
申
出
審
査
に
つ

い
て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
２
件

・
農
用
地
利
用
集
積
計
画
に
よ
る

（
利
用
権
設
定
）
申
出
審
査
に
つ

い
て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
７
件

・
農
用
地
利
用
集
積
計
画
に
よ
る

（
利
用
権
設
定・農
地
中
間
管
理
権
）

申
出
審
査
に
つ
い
て
・
・
・
55
件

　

以
上
５
項
目
が
審
議
さ
れ
、
議

決
・
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
な
お
、
総
会
の
議
事
録
は
農
業
委

員
会
事
務
局
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
除
菌
剤
が
入
手
し

に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
青
年

部
員
か
ら
除
菌
効
果
の
あ
る
「
次

亜
塩
素
酸
水
」
の
生
成
機
器
の
提

供
を
受
け
、
町
商
工
会
で
配
布
し

て
い
ま
す
。

　
容
器
を
持
参
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
「
次
亜
塩
素
酸
水
」
を
無
償
で

お
渡
し
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご

活
用
く
だ
さ
い
。

聖
籠
町
商
工
会

☎
２
７
‐
２
０
７
８

６
月
の

　
休
日
役
場
窓
口

６
月
13
日
（
土
）

　
午
前
９
時
～
正
午
ま
で

　
受
け
付
け
で
き
る
業
務
に
つ

い
て
、
詳
し
く
は
担
当
窓
口
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

役
場
町
民
課（
内
線
１
１
１
）

役
場
税
務
課（
内
線
１
４
３
）

聖
籠
町
商
工
会
青
年
部

か
ら
お
知
ら
せ

◆◆◆ 善意のご寄附ありがとうございます ◆◆◆
　本町における新型コロナウイルス感染症対策に対し、心温まる寄附をいただきま
した。心から感謝申し上げます。
　ご寄附いただいた衛生用品（布製マスクや手指消毒液など）は、町内の小・中学
校や福祉施設などで有効に活用させていただきます。



広報聖籠 R2.6　18日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

6 月 の 行 事

INFORMATION
聖籠町役場　　☎27－2111
町 民 会 館　　☎27－2121
図　書　館　　☎27－6166
町保健福祉センター
　保健福祉課　☎27－6511
　長寿支援課　☎20－7433
上下水道課　　☎27－5141

（上水道管理棟）
診　療　所　　☎27－1234

お問い合わせ先

I N F O R M A T I O N

I N F O RM A T I O N

《相談事業》
ところ　役場２階　小会議室
◆人権特設相談所
　11日（木）午後1時～3時

相談は無料で、秘密は固く守られ
ます。お気軽にご利用ください。

　 役場町民課（内線112）
　　法務局新発田支局
　　☎0254‐24‐7102
ところ　結いハート聖籠
◆無料弁護士相談
　25日（木）午後1時～4時
　 聖籠町社会福祉協議会
　　☎28‐7110

《保健福祉事業》
ところ　町保健福祉センター
◆乳幼児健康診査
○１歳6か月児健診
　25日（木）午後１時～
○乳児健診
　26日（金）午後１時～
※急きょ、中止または延期する場

合は、その都度対象者へご連
絡します。

　 保健福祉課
　　（町保健福祉センター内）
　　☎27‐6511

町
長
の
動
向
（
主
な
も
の
を
抜
粋
）

６
月

9
日
〜　
6
月
議
会
定
例
会
（
予
定
）

26
日 

町
村
会
臨
時
総
会
・
役
員
会

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
策
に
伴
い
、
中
止
ま
た

は
延
期
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　下記のとおり申請を受け付けていますので、令和２年度の申請をまださ
れていない方で、助成を希望する方は、町保健福祉センターまでお越しく
ださい。

（１）聖籠町福祉タクシー利用料金及び自動車燃料費助成事業
町内に住所を有し、次のいずれかの条件を満たし、町および社会福祉
協議会が実施する類似の移動支援助成を受けていない方

①身体障害者手帳１級・２級および３級の一部を所持している方
②療育手帳「Ａ」を所持している方
③精神障害者保健福祉手帳を所持している方

【必要なもの】所持している手帳（①～③のいずれか）、印鑑

（２）聖籠町高齢者タクシー利用料金助成事業
次の全ての条件を満たす方

①聖籠町内に住所がある方
②満 80 歳以上の方
③運転免許証を保有していない方
④介護保険施設などに入所していない方
⑤町および社会福祉協議会が実施する類似の移動支援助成を受けて

いない方
【必要なもの】印鑑

■留意事項
　令和元年度に申請した方も、令和２年度に助成を希望される場合は再
度手続きが必要になります。
　また、個別の郵送による案内は行っていませんのでご留意ください。

お申し込み・お問い合わせ
　聖籠町福祉タクシー利用料金及び自動車燃料費助成事業に関すること
　　保健福祉課（町保健福祉センター内）　☎２７－６５１１

　聖籠町高齢者タクシー利用料金助成事業に関すること
　　長寿支援課（町保健福祉センター内）　☎２０－７４３３

申請はお済みですか？
福祉タクシー等・高齢者タクシー利用助成制度



19　R2.6 広報聖籠 日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

5月25日より
マイナンバーの通知カードが廃止されます

（注1）町役場へ届出を提出された方で届出の際にご承諾
の押印をいただいた方のみ掲載しております。

（注2）略した文字で掲載しております。戸籍の氏名と異
なることがあります。ご了承ください。

げんきなよい子
出 生

ごめいふくをお祈りします
死 亡

 赤ちゃん 保護者 行政区
悟
ご う

生 ちゃん （笹川　祐輝） 藤　寄
紅
くれ

春
は

 ちゃん （吉川　智暁） 次第浜
杏
あ お

緒 ちゃん （相馬　裕樹） 山大夫
紗
さ ら

良 ちゃん （斉藤　悠祐） 二本松
芽
め い

依 ちゃん （知野　勇太） 山大夫
芽
め い

衣 ちゃん （金子　佳樹） 亀　塚
壱
いつ

咲
き

 ちゃん （佐藤　貴一） 汐美台
萌
も も か

々香 ちゃん （中村　　徹） 別　條
結
ゆ な

菜 ちゃん （河内　大成） 網代浜
結
ゆう

飛
ひ

 ちゃん （新保　飛和） 苔　沼
嶺
りょうすけ

佑 ちゃん （伊藤　正博） 汐美台
穏
のん

乃
の

 ちゃん （菅原　亮二） 苔　沼
一
いち

華
か

 ちゃん （諏方　大祐） 杉谷内
大
だい

樹
じゅ

 ちゃん （平野　拓也） 次第浜
灯
とう

李
り

 ちゃん （斉藤　　博） 次第浜
瑞
みず

希
き

 ちゃん （伊藤　大祐） 次第浜

 氏　名 年齢 行政区
笹　山　ハ　ナ さん （95 歳） 四ツ屋
栗　原　傳

つた

　睿
えい

 さん （94 歳） 本諏訪山
池　田　　　清

きよし

 さん （89 歳） 山三賀
小　林　松

まつ

四
し

郎
ろう

 さん （100 歳） 二本松
荒　井　敏

とし

　美
み

 さん （75 歳） 二本松
斉　藤　信

のぶ

　子
こ

 さん （92 歳） 八　幡
宮　沢　三

み き お

紀男 さん （69 歳） 網代浜
白　渡　トメ子

こ

 さん （76 歳） 亀　塚

4 月の届出

入 札 結 果 　　入札日　4月6日～22日

件　　名 場　所 契約額
（円） 業者名 納入完了日又は工事

（委託）期間最終日
入札
方法

1 広報せいろう印刷 聖籠町役場総務課 2,175,800 ㈱天野印刷 令和3年3月31日 指名競争
入札

2 町民会館清掃管理業務委
託

聖籠町大字　諏訪山　
地内 3,795,000 ㈲ワイズ 令和3年3月31日 指名競争

入札

3 聖籠町立図書館清掃管理
業務委託

聖籠町大字諏訪山1560
番地1（聖籠町立図書
館）

3,069,000 ㈲ワイズ 令和3年3月31日 指名競争
入札

4
第６期障がい福祉計画・
第２期障がい児福祉計画
策定等業務委託

聖籠町役場　保健福祉
課 1,543,300 日経マシナリー㈱ 令和3年3月31日 指名競争

入札

5 地域福祉計画策定業務委
託

聖籠町役場　保健福祉
課 1,760,000 ㈱ITスクエア 令和3年3月31日 指名競争

入札

6 町民会館庭園管理業務委
託

聖籠町大字　諏訪山　
地内　 2,123,000 ㈲栗原緑樹園 10月31日 指名競争

入札

7 庁舎庭園維持管理業務委
託

聖籠町大字　諏訪山　
地内（聖籠町役場） 2,816,000 北越緑化㈱

聖籠営業所 令和3年3月25日 指名競争
入札

8
聖籠町高齢者福祉計画・
第 8 期介護保険事業計画
策定業務委託

聖籠町役場　町民課 1,760,000 プライムテック㈱ 令和3年3月31日 指名競争
入札

9 中学校タブレットPC用電
源キャビネット設置工事 聖籠町立聖籠中学校 4,158,000 ㈱トーシス新潟 8月31日 指名競争

入札

幸せ多い人生を
婚 姻

      新郎・新婦　　　　  　   行政区

　坂　上　大
だい

　翼
すけ

 さん
（小田切）美

み

　紗
さ

 さん
⎫⎬⎭ 二本松

　松　沢　翔
しょう

　太
た

 さん
（川　崎）優

ゆう

　奈
な

 さん
⎫⎬⎭ 藤　寄

　渡　辺　貴
たか

　徳
のり

 さん
（棚　村）綾

あや

　乃
の

 さん
⎫⎬⎭ 山大夫

　小　野　太
たい

　樹
き

 さん
（臼　井）真

ま

　里
り

 さん
⎫⎬⎭ 蓮　潟

（平　方）　　望
のぞみ

 さん
　兒　玉　美

み ゆ き

由紀 さん
⎫⎬⎭ 山　倉

　デジタル手続法の施行（５月 25 日頃予定）に伴い、マイナン
バーの通知カードが廃止されます。施行日以降、通知カードの再
発行・記載事項の変更は行われなくなるとともに、一部の方は現
在所持されている通知カードを使用できなくなりますのでご注意
ください。

５月 25 日以降にマイナンバー確認書類が必要となった場合
マイナンバーカードの有無 番号確認に必要なもの

すでにお持ちの方 ・マイナンバーカード

まだお持ちでない方 ・住民票の写し（町民課で交付）
※ただし、通知カードの記載事項（住

所・氏名など）が当初より変更の無
い方・5 月 25 日以前に変更手続き
を行われた方については、引き続き
お持ちの通知カードをお使いいただ
けます。

役場町民課　町民サービス係（内線１１１）

【おもて面】 【うら面】

お詫び
　広報せいろう５月号 19 ページに掲
載した「３月の届出」中段「婚姻」の
記事中の氏名等に誤りがありましたの
で、改めて掲載いたします。申し訳ご
ざいませんでした。



広報聖籠 R2.6　20日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

6月4日～10日は
「歯と口の健康週間」です

規則正しい生活リズムが
むし歯予防の第１歩！

こんな

時こそ
！

　感染症対策のため自粛生活が続き、おうちで過ごす時間が多く、つい今まで以上におやつの回数が増えたり、
夜遅くまで起きていたりしていませんか？生活リズムが崩れて食事やおやつを食べる時間が乱れている・・・
だらだら食べ続けている・・・実はそんな生活がむし歯のリスクを高めます！！
　こんな時だからこそ、日々のブラッシングや仕上げ磨きの大切さ、決まった時間に食事をとり規則正しい生
活リズムを心がけて、むし歯を予防していきましょう！

0

0.2

0.4

0.6

0.8

（本）
県平均

出典：新潟県の歯・口腔の健康づくり施策の実施状況
聖籠町

市町村別の12歳児一人平均むし歯数（H30）

■新潟県　 ■聖籠町

中
１（
12
歳
児
）

小
６

小
５

小
４

小
３

小
２

小
１

出典：新潟県の歯・口腔の健康づくり施策の実施状況
　　　聖籠町学校保健安全統計（H30年度）
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（％）小・中学生の永久歯むし歯有病者率（H30）

25.2

20.5

13.1

8.4

5.4

2.82.4

聖籠町は12歳児のむし歯本数が県平均を下回ったことが
一度もありません！！！

～むし歯を作ってしまった
人から聞かれる声～

『乳歯はどうせ生え変わるし、永久歯になっ
てからむし歯対策頑張ろう』…なんて思っ
ていませんか⁉
　聖籠町の小中学生は多くの学年でむし歯を持つ子が県平
均よりも上回っています。小学 1 年生からすでに県平均を
上回っていることから、幼児期のおやつや仕上げ磨きなど
の生活習慣が大きく関わっていると考えられます。
　子どもが小さい時には親がおやつを選んだり仕上げ磨き
を意識して頑張っていても、永久歯に生え変わる小学生に
なると子どもが自由におやつを選ぶようになったり、親も
日々の生活で忙しくて仕上げ磨きに手が回らなくなるなど
家族の生活習慣が大きく影響しています。
　自粛生活が続き、おうちにいる時間が多いこの時期は特
に食事や間食の時間が定まらず、食べる頻度が増えてむし
歯のリスクが高くなってしまうため、とても心配です・・・

早寝早起きができなくて
生活リズムが乱れています・・・

おやつや甘い飲み物など
間食が多くなり、食事の
量は減っています・・・

健康に良いと思って
野菜の代わりに野菜
ジュースをストック
しています！

家族みんなが甘いお菓
子や炭酸飲料が大好き
なので、いつも買い置
きしています！！！

子どもが小さい時は仕上げ磨
き頑張っていたけれど、こど
も園・小学生と大きくなるに
つれて毎日が忙しくて、手が
回らない・・・



21　R2.6 広報聖籠 日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ
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脱灰 脱灰 脱灰 脱灰

食事 食事

再石灰化

食事
間食間食

間食

お問い合わせ　保健福祉課（町保健福祉センター内）保健師　☎２７−６５１１

なぜ「だらだら食べ」は悪いの？？

お子さんの成長に必要な望ましいおやつ

規則正しい生活と毎日の仕上げ磨きが大切です！

　噛むと出てくる唾液は口の中を中和させ、修復作用
がありますが、元の状態に戻るには時間がかかります。

　普段、私たちの口の中は中性に近い弱酸性で
保たれていますが、食事やおやつ、ジュースな
どを食べたり飲んだりすると口の中は酸性にな
ります。酸性は物を溶かす性質であることか
ら、口の中が酸性になると歯が脱

だっかい

灰して溶け始
めます。

　間食などで食べる頻度が多く、口の中で食べ
物が長く留まると、唾液の作用が追いつかずに
再石灰化されず、むし歯になりやすくなってし
まいます。

　お子さんの成長発達や歯や口の健康
のために、１日３食規則正しくバラン
スよく食べ、おやつは時間を決めて規
則正しい生活を心がけましょう！

・おにぎり・パン（菓子パンを除く）
・季節の野菜（さつまいも・トマト・とうもろこしなど）
・季節の果物
・チーズ・ヨーグルト（無糖）
・お茶・お水などの甘くない飲み物と一緒にとりましょう

　むし歯の原因には甘い食べ物や飲み物、むし歯菌、歯の質の３つが関わって
います。どんなに、おやつに気を付けていても、日々のブラッシングが十分に
できていないとむし歯ができてしまうため、保護者の方の仕上げ磨きがとても
大切です。乳歯や生えたばかりの永久歯はむし歯になりやすいので食事をした
ら歯を磨く、特に就寝前は丁寧に磨く習慣が大切です。

この機会に、大人も子どもも日々の生活習慣をもう
一度見直し規則正しい生活でむし歯を予防していき
ましょう！！

甘い
飲食物

歯の質むし歯菌



広報聖籠 R2.6　22日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

　
安
全
で
お
い
し
い
水
を
未
来
ま
で

項　　　　　　　　　　目 水質基準値 ※ 水質検査結果

水

道

法

に

基

づ

く

水

質

基

準

項

目

1 一般細菌（CFU／mL） １mℓ中 100 以下 0
2 大腸菌群 検出されないこと 不検出
3 カドミウム及びその化合物 ０．００３mg/ℓ以下 ０．０００３未満
4 水銀及びその化合物 ０．０００５mg/ℓ以下 ０．００００５未満
5 セレン及びその化合物 ０．０１mg/ℓ以下 ０．００１未満
6 鉛及びその化合物 ０．０１mg/ℓ以下 ０．００１未満
7 ヒ素及びその化合物 ０．０１mg/ℓ以下 ０．００１未満
8 六価クロム化合物 ０．０５mg/ℓ以下 ０．００５未満
9 亜硝酸態窒素 ０．０４mg/ℓ以下 ０．００４未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン ０．０１mg/ℓ以下 ０．００１未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 １０mg/ℓ以下 ０．２４
12 フッ素及びその化合物 ０．８mg/ℓ以下 ０．０７
13 ホウ素及びその化合物 １．０mg/ℓ以下 ０．０２
14 四塩化炭素 ０．００２mg/ℓ以下 ０．０００２未満
15 １,４－ジオキサン ０．０５mg/ℓ以下 ０，００１未満
16 シス及びトランスー１,２－ジクロロエチレン ０．０４mg/ℓ以下 ０．００１未満
17 ジクロロメタン ０．０２mg/ℓ以下 ０．００１未満
18 テトラクロロエチレン ０．０１mg/ℓ以下 ０．００１未満
19 トリクロロエチレン ０．０１mg/ℓ以下 ０．００１未満
20 ベンゼン ０．０１mg/ℓ以下 ０．００１未満
21 塩素酸 ０．６mg/ℓ以下 ０．１１
22 クロロ酢酸 ０．０２mg/ℓ以下 ０．００２未満
23 クロロホルム ０．０６mg/ℓ以下 ０．０２
24 ジクロロ酢酸 ０．０３mg/ℓ以下 ０．００２未満
25 ジブロモクロロメタン ０．１mg/ℓ以下 ０．００４
26 臭素酸 ０．０１mg/ℓ以下 ０．００１未満
27 総トリハロメタン ０．１mg/ℓ以下 ０．０３５
28 トリクロロ酢酸 ０．０３mg/ℓ以下 ０，００８
29 ブロモジクロロメタン ０．０３mg/ℓ以下 ０．０１１
30 ブロモホルム ０．０９mg/ℓ以下 ０．００１未満
31 ホルムアルデヒト ０．０８mg/ℓ以下 ０．００５未満
32 亜鉛及びその化合物 １．０mg/ℓ以下 ０．０１未満
33 アルミニウム及びその化合物 ０．２mg/ℓ以下 ０．０２
34 鉄及びその化合物 ０．３mg/ℓ以下 ０．０３未満
35 銅及びその化合物 １．０mg/ℓ以下 ０．０１未満
36 ナトリウム及びその化合物 ２００mg/ℓ以下 ８．７
37 マンガン及びその化合物 ０．０５mg/ℓ以下 ０．００１未満
38 塩化物イオン ２００mg/ℓ以下 ９．２
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） ３００mg/ℓ以下 ２２
40 蒸発残留物 ５００mg/ℓ以下 ６４
41 陰イオン界面活性剤 ０．２mg/ℓ以下 ０．０２未満
42 ジェオスミン ０．００００１mg/ℓ以下 ０．０００００１未満
43 ２－メチルイソボルネオール ０．００００１mg/ℓ以下 ０．０００００１未満
44 非イオン界面活性剤 ０．０２mg/ℓ以下 ０．００５未満
45 フェノール類 ０．００５mg/ℓ以下 ０．０００５未満
46 有機物（全有機炭素（TOC）の量） ３mg/ℓ以下 ０．６
47 ｐＨ値 ５．８以上８．６以下 ７．６
48 味 異常でないこと 異常を認めず
49 臭気 異常でないこと 異常を認めず
50 色度 ５度以下 １未満
51 濁度 ２度以下 ０．１未満

その他 残留塩素 遊離型０．１mg/ℓ以上 ０．３
判            定 水質基準に適合

聖籠町上水道の水質検査結果　　令和元年９月採水

　
町
で
は
「
安
全
で
お
い

し
い
水
を
未
来
ま
で
」
を

基
本
理
念
と
し
て
水
道
事

業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
水

質
検
査
は
、
水
道
法
に
基

づ
き
「
安
全
性
」・「
信
頼

性
」
の
確
認
の
た
め
、
毎

月
実
施
し
て
い
ま
す
。

水
質
検
査
結
果

　
町
で
は
、
常
に
安
全
な

水
道
水
の
供
給
に
努
め
る

と
と
も
に
そ
の
安
全
を
確

認
す
る
た
め
に
水
質
検
査

を
町
内
３
か
所
（
四
ツ
屋
、

藤
寄
、
次
第
浜
）
で
毎
月

行
っ
て
い
ま
す
。
令
和
元

年
度
に
行
っ
た
水
質
基
準

項
目
の
検
査
結
果
に
つ
い

て
は
、
下
表
の
と
お
り
で

す
。
水
質
基
準
項
目
す
べ

て
が
水
質
基
準
を
満
た
し

て
い
ま
す
。

※
水
質
基
準
項
目

　

水
道
法
第
４
条
お
よ
び

水
質
基
準
に
関
す
る
省
令

に
定
め
ら
れ
て
い
る
要
件

で
あ
り
、
健
康
に
関
連
す

る
30
項
目
お
よ
び
水
道
水

が
有
す
べ
き
性
状
に
関
連

す
る
20
項
目
と
そ
の
他
１

項
目
で
す
。

今
年
度
の
水
質
検
査
計
画

　
昨
年
と
同
様
に
四
ツ
屋
、

藤
寄
、
次
第
浜
の
３
地
点

の
水
質
検
査
を
毎
月
行
い

ま
す
。

　
毎
月
採
水
し
た
水
道
水

は
、
新
潟
東
港
地
域
水
道

用
水
供
給
企
業
団
に
検
査

を
依
頼
し
て
い
ま
す
。

※
水
道
水
は
、
企
業
団
が
浄

水
場
で
水
質
基
準
に
適
合

す
る
た
め
の
処
理
を
行
っ

た
後
、
送
水
ポ
ン
プ
で
町

の
調
整
池
に
送
ら
れ
て
き

ま
す
。
送
ら
れ
て
き
た
水

道
水
を
再
度
、
定
期
的
に

水
質
検
査
を
行
っ
て
い
ま

す
。

※水質基準値は、令和元年９月時点の数値となります。



23　R2.6 広報聖籠 日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

●
塩
素
臭
は
、
安
全
の
証

　
水
道
水
は
、
病
原
菌
な
ど

に
よ
る
汚
染
を
防
ぐ
た
め
に
、

塩
素
に
よ
る
消
毒
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　
塩
素
消
毒
さ
れ
た
水
道
水

の
中
に
残
っ
て
い
る
塩
素
の

こ
と
を
残
留
塩
素
と
言
い
ま

す
。
残
留
塩
素
は
蛇
口
水
の

中
に
０・
１
㎎
／
ℓ
以
上
存

在
す
る
こ
と
が
法
律
で
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
塩
素
臭
の
な
い
水
は
病
原

菌
に
汚
染
さ
れ
る
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。
水
道
水
の
塩
素
臭

は
安
全
の
証
で
す
。
安
心
し

て
ご
飲
用
く
だ
さ
い
。

※
塩
素
臭
が
気
に
な
る
よ
う
で

し
た
ら
、
５
分
ほ
ど
沸
騰
す

る
こ
と
で
、
ほ
と
ん
ど
無
く

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
浄
水

器
で
も
取
り
除
く
こ
と
が
で

き
ま
す
。
浄
水
器
の
使
用
に

あ
た
っ
て
は
、
取
扱
説
明
書

を
よ
く
お
読
み
く
だ
さ
い
。

●
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
朝
一
番
や
長
時
間
留
守
に

さ
れ
て
い
た
と
き
の
水
道
水

は
、
水
道
管
内
に
長
時
間
滞

留
し
て
い
る
た
め
、
消
毒
用

の
塩
素
が
少
な
く
な
っ
て
い

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。　

　
朝
一
番
や
長
期
間
使
用
し

な
い
蛇
口
の
水
道
を
使
用
す

る
場
合
は
、
念
の
た
め
、
使

い
始
め
の
バ
ケ
ツ
一
杯
程
度

（
約
10
リ
ッ
ト
ル
）
は
、
飲

用
や
調
理
以
外
の
用
途
に
お

使
い
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
福
島
原
発
に
よ
る

放
射
能
汚
染
つ
い
て
は
、
県

に
よ
る
水
の
検
査
を
行
っ
て

い
ま
す
が
人
体
に
影
響
の
あ

る
数
値
は
検
出
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
。
安
心
し
て
飲
め
ま
す

の
で
、
ご
安
心
く
だ
さ
い
。

●
上
水
道
に

�

加
入
し
ま
し
ょ
う

　
聖
籠
町
上
下
水
道
課
で
は
、

町
民
の
方
が
健
康
で
快
適
な

生
活
を
お
く
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
安
全
・
安
心
で
お

い
し
い
水
の
安
定
供
給
に
努

め
て
い
ま
す
。

　
ま
だ
加
入
し
て
い
な
い
方

は
、
安
心
し
て
利
用
で
き
る

上
水
道
に
加
入
し
ま
し
ょ
う
。

　

水
道
メ
ー
タ
ー
の
検
針

は
、
ご
家
庭
で
使
用
さ
れ
た

水
量
を
正
確
に
計
り
、
水
道

料
金
お
よ
び
下
水
道
料
金
を

計
算
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
毎
月
25
日
～
30
日
（
２

月
、
12
月
は
23
日
～
28
日
）

に
検
針
員
が
お
伺
い
し
ま
す

の
で
、
効
率
よ
く
正
確
な
検

針
が
で
き
る
よ
う
皆
さ
ま
の

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
正
確
で
ス
ム
ー
ズ
な
検
針

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

水
道
メ
ー
タ
ー
の
検
針
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

お問い合わせ　上下水道課（上水道管理棟）水道係
　　　　　　　☎２７−５１４１

1
メーター
ボックス
の上に物
を置かないでください

２
車は検針
に支障に
ならない
位置に停めてください

3
検針期間中、
愛犬はメー
ターボック
スから離れた
ところにつないでください

4
メーター
ボックス
が障害物などで検針ができ
ない場合は、検針しやすい場
所に移してください（有料）

男女共同参画通信
vol.20

～新型コロナウイルス問題に
ともなうDV被害の相談窓口

について～

　新型コロナウイルスにともなう外出
自粛や休業が行われる中、生活不安や
ストレスにより、配偶者などからの暴
力（ＤＶ）の増加や深刻化が懸念され
ています。
　ＤＶを含め配偶者に対する暴力は、
重大な人権侵害であり、いかなる状況
にあっても決して許されるものではあ
りません。
　内閣府では、新型コロナ感染症対策
の一環として、以下の相談窓口を開設
しています。

○ＤＶ相談＋（プラス）の開始
　従来の「ＤＶ相談ナビ」に加え、「Ｄ
Ｖ相談＋（プラス）」を開始しています。
　電話相談については、24 時間対応、
メール・SNS は 10 か国語対応となり
ます。

・ＤＶ相談ナビ
　0570-0-55210（ここに電話）
・ＤＶ相談＋（プラス）
　0120-279-889（つなぐ・はやく）

　配偶者などからの暴力（ＤＶ）で不
安を感じたら、一人で悩まず、相談窓
口に相談してください。また、周りで
被害に困っている方いる場合には、ぜ
ひこの情報を共有していただき、一人
でも多くの方が相談・支援につながる
ことができるようご協力をお願いしま
す。

役場総務課　総務管理係
　　　　　　　（内線２２５）



広報聖籠 R2.6　24日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

　町では、経済的な理由により就学困難な児童・生徒の保護者に対し、教育費などの一部を援助する制度を
設けています。
　また、特別支援学級に就学する児童・生徒の教育費などの一部を援助する制度を設けています。
　受給を希望される方は、期間内に申請してください。

就学援助制度 就学奨励制度
１ 制度を受け

ることがで
きる方

　聖籠町に住所を有し、小・中学校に通学している児
童・生徒の保護者で、次のいずれかに該当する方
　（町外に住所を有し、町内の小・中学校に通学して
いる児童・生徒の保護者も対象となる場合がありま
す。）

①生活保護を受けている方
②生活保護を受けている方に準ずる程度に経済的

に困っていると認められる方

　聖籠町に住所を有し、小・中学校に通学している
児童・生徒の保護者で、次のいずれかに該当する方
　（町外に住所を有し、町内の小・中学校に通学し
ている児童・生徒の保護者も対象となる場合があり
ます。）

①特別支援学級に就学している児童・生徒の保
護者

②学校教育法施行令第 22 条の 3 に規定する障
がいの程度に該当する児童・生徒の保護者

２ 援助期間 【令和２年度】
小学校児童：１学期から２学期、中学校生徒：1 学期から 3 学期

※ 今年度より小学校については 2 学期制を実施しています。
３ 申請手続き 申請期間中に子ども教育課（役場３階）の窓口で申請を受け付けます。

（申請書は、子ども教育課および町ホームページに用意してあります。）
URL : http://www.town.seiro.niigata.jp

４ 申請期間と
支給対象期
間

申請期間 支給対象期間
① 6 月 15 日（月）から 7 月 10 日（金）まで 令和 2 年 4 月分～令和 3 年 3 月分（全学期分）
② 9 月 7 日（月）から 10 月 2 日（金）まで 令和 2 年 9 月分～令和 3 年 3 月分

　　　　　　※①の期間に申請された方は、②の期間に申請する必要はありません。
　　　　　　　②の期間に申請された方は、４月分～７月分の支給が受けられません。
　　　　　　上記期間以外でも転入や所得状況が変化した場合についてはご相談ください。

５ 必要書類等 ①申請書
②印鑑
③援助費の振込先の通帳（保護者名義のもの）の写し
※今年度より、申請書の所得状況確認の同意欄へのご記入により、所得証明書については提出不要です。

ただし、令和 2 年 1 月 1 日以降に聖籠町に転入された方は、前住所地の市町村で世帯全員分の所得証
明書（令和元年分）の交付を受け、申請書とともにご提出ください。

６ 認　定 所得状況などを審査し、認定の可否を通知します。

◎聖籠町の定める基準の目安（家族構成と基準額の例）
世帯
人数 家族構成（例） 世帯の所得の合

計額（基準額）
２人 母（35歳）・小学生1人 約156万円以下
３人 父（35歳）・母（35歳）・小学生1人 約205万円以下

４人 父（41歳）・母（41歳）・中学生1人・
小学生1人 約261万円以下

５人 父（41歳）・母（41歳）・中学生1人・
小学生1人・幼児1人 約290万円以下

６人
父（41歳）・母（41歳）・中学生1人・
小学生1人・祖父（65歳）・祖母（65
歳）

約339万円以下

　保護者などの負担能力（世帯全員の収入状況）
により支弁区分が認定され、これに応じて就学奨
励費が支給されます。
　支弁区分の認定後、結果を通知します。

支弁区分 基　準

第Ⅰ段階
（支給対象）

所得が生活保護基準の
1.5 倍未満

第Ⅱ段階
（支給対象）

所得が生活保護基準の
1.5 倍以上 2.5 倍未満

第Ⅲ段階
（支給対象外）

所得が生活保護基準の
2.5 倍以上

所得とは、給与所得者の場合は令和元年分源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、
事業所得者の場合は確定申告後の際の所得額から必要経費を差し引いた額をいいます。
上記の金額は目安であり、家族構成、年齢などで世帯により異なります。

７ 支給方法 年３回保護者名義の預金口座に振り込みます。
（支給日は、認定後にお知らせします。）

聖籠町就学援助制度および就学奨励制度のお知らせ

お問い合わせ　子ども教育課　学校支援係（内線３０３）
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ト
ッ
プ
チ
ー
ム

「
＃
ｓ
ｔ
ａ
ｙ
ｈ
ｏ
ｍ
ｅ 

ア
ル
ビ

オ
ン
ラ
イ
ン
ス
タ
ジ
ア
ム
」
開
催

　

本
来
、
デ
ン
カ
ビ
ッ
グ
ス
ワ
ン
ス

タ
ジ
ア
ム
で
明
治
安
田
生
命
Ｊ
２

リ
ー
グ
レ
ノ
フ
ァ
山
口
Ｆ
Ｃ
戦
が
開

催
さ
れ
る
予
定
だ
っ
た
４
月
29
日

（
水
・
祝
）、
ク
ラ
ブ
公
式
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ

ｕ
ｂ
ｅ
で
の
ラ
イ
ブ
配
信
「
＃
ｓ
ｔ

ａ
ｙ
ｈ
ｏ
ｍ
ｅ 

ア
ル
ビ
オ
ン
ラ
イ

ン
ス
タ
ジ
ア
ム
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

サ
ポ
ー
タ
ー
の
皆
様
に
、
動
画
の
ラ

イ
ブ
配
信
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
こ

と
で
、
ホ
ー
ム
ゲ
ー
ム
会
場
に
集
ま

る
よ
う
な
雰
囲
気
を
味
わ
っ
て
い
た

だ
く
こ
と
を
目
的
に
開
催
し
た
初
め

て
の
イ
ベ
ン
ト
で
し
た
。

　

今
シ
ー
ズ
ン
の
ホ
ー
ム
ゲ
ー
ム
で

使
用
さ
れ
る
全
26
選
手
と
ア
ル
ベ
ル

ト 

プ
ッ
チ 

オ
ル
ト
ネ
ダ
監
督
の
紹

介
動
画
が
放
映
さ
れ
た
後
、
ア
ル
ベ

ル
ト
監
督
が
自
宅
か
ら
生
出
演
。

「
早
く
サ
ポ
ー
タ
ー
の
皆
さ
ん
に
会

い
た
い
」
と
い
う
想
い
を
語
り
ま
し

た
。
そ
の
後
は
、
今
シ
ー
ズ
ン
キ
ャ

プ
テ
ン
を
務
め
る
Ｄ
Ｆ
堀
米
悠
斗
選

手
、
開
幕
戦
で
今
シ
ー
ズ
ン
初
ゴ
ー

ル
を
挙
げ
た
Ｆ
Ｗ
渡
邉
新
太
選
手
、

新
た
な
守
護
神
と
し
て
ゴ
ー
ル
を

守
っ
た
Ｇ
Ｋ
小
島
亨
介
選
手
の
３
名

が
登
場
し
て
の
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
。
自

宅
で
の
過
ご
し
方
や
、
在
宅
で
の
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
に
つ
い
て
語
り
ま
し
た
。

　

２
０
１
９
シ
ー
ズ
ン
の
ゴ
ー
ル
ハ

イ
ラ
イ
ト
映
像
や
ク
ラ
ブ
パ
ー
ト

ナ
ー
の
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
グ
ル
メ
や
商

品
・
サ
ー
ビ
ス
の
紹
介
な
ど
を
終
え

た
後
に
開
催
さ
れ
た
「
ア
ル
ビ
レ
ッ

ク
ス
オ
レ
ン
ジ
バ
ー
」
は
、
イ
ベ
ン

ト
の
司
会
を
務
め
た
新
潟
お
笑
い
集

団
Ｎ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ａ
所
属
の
出
来
心
と
、

営
業
部
の
野
澤
洋
輔
が
進
行
。
イ

ベ
ン
ト
の
余
韻
を
楽
し
み
ま
し
た
。

試
合
時
間
と
同
じ
約
90
分
間
、
約

２
５
０
０
名
の
方
に
ご
視
聴
い
た
だ

き
ま
し
た
が
、
少
し
で
も
楽
し
ん
で

い
た
だ
け
た
の
な
ら
幸
い
で
す
。

　

ト
ッ
プ
チ
ー
ム
は
、
5
月
11
日

（
月
）
よ
り
活
動
を
一
部
再
開
し
ま

し
た
。
選
手
同
士
の
接
触
を
最
小
限

に
す
る
た
め
数
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、

時
間
差
を
つ
け
て
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を

実
施
す
る
他
、
選
手
間
の
距
離
を
取

る
な
ど
感
染
拡
大
予
防
策
を
徹
底
し

て
い
ま
す
。
コ
ー
チ
ン
グ
ス
タ
ッ
フ

の
入
念
な
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
に
基
づ
き
、

徐
々
に
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
負
荷
も
上

が
っ
て
お
り
、
内
容
も
実
戦
を
意
識

し
た
も
の
へ
と
確
実
に
ス
テ
ッ
プ
を

上
が
っ
て
い
ま
す
。
来
る
べ
き
リ
ー

グ
戦
の
再
開
に
向
け
、
着
実
に
準
備

は
進
ん
で
い
ま
す
。
デ
ン
カ
ビ
ッ
グ

ス
ワ
ン
ス
タ
ジ
ア
ム
で
、
ア
ル
ビ

レ
ッ
ジ
で
元
気
に
再
会
で
き
る
こ
と

を
、
選
手
・
ス
タ
ッ
フ
、
ク
ラ
ブ
一

同
心
か
ら
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

レ
デ
ィ
ー
ス

公
式
Ｓ
Ｎ
Ｓ
企
画
発
信
中
！

　

新
型
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ
り

リ
ー
グ
開
幕
の
延
期
が
続
い
て
い
ま

す
が
、
選
手
や
チ
ー
ム
の
魅
力
を
サ

ポ
ー
タ
ー
の
皆
様
に
お
届
け
す
る
た

め
、
ク
ラ
ブ
公
式
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
は
Ｔ
ｗ

ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
を
中
心
に
、
ク
イ
ズ
や

ホ
ー
ム
ゲ
ー
ム
の
プ
レ
イ
バ
ッ
ク
な

ど
を
随
時
発
信
し
て
い
ま
す
。

　

４
月
末
か
ら
公
式
Ｔ
ｗ
ｉ
ｔ
ｔ

ｅ
ｒ
に
て
ス
タ
ー
ト
し
た
「
Ｍ
ｙ 

ｆ
ａ
ｖ
ｏ
ｒ
ｉ
ｔ
ｅ 

ａ
ｔ 

ｈ
ｏ
ｍ

ｅ
」
企
画
で
は
、
選
手
た
ち
の
自
宅

で
の
楽
し
み
や
お
す
す
め
ア
イ
テ
ム

を
コ
メ
ン
ト
付
き
で
紹
介
中
。
ピ
ッ

チ
上
と
は
違
っ
た
表
情
や
、
意
外
な

一
面
が
垣
間
見
れ
た
り
と
、
選
手
そ

れ
ぞ
れ
の
個
性
が
表
れ
た
内
容
と

な
っ
て
い
ま
す
。
本
企
画
は
６
月
下

旬
ま
で
発
信
。
ぜ
ひ
公
式
ア
カ
ウ
ン

ト
を
フ
ォ
ロ
ー
い
た
だ
き
、
チ
ェ
ッ

ク
し
て
み
て
く
だ
さ
い
！

サ
ポ
ー
ト
メ
ン
バ
ー
募
集
！

　

昨
年
、
株
式
会
社
ア
ル
ビ
レ
ッ
ク

ス
新
潟
よ
り
レ
デ
ィ
ー
ス
部
門
が
分

社
独
立
化
し
た
こ
と
に
伴
い
、
ア
ル

ビ
レ
ッ
ク
ス
新
潟
後
援
会
の
「
レ

デ
ィ
ー
ス
サ
ポ
ー
ト
会
員
」
も
昨
年

度
を
も
っ
て
終
了
と
な
り
、
本
年
度

か
ら
社
内
に
新
た
な
会
員
組
織
「
ア

ル
ビ
レ
ッ
ク
ス
新
潟
レ
デ
ィ
ー
ス
サ

ポ
ー
ト
メ
ン
バ
ー
」
を
設
立
し
、
運

営
し
て
い
ま
す
。

　

チ
ー
ム
活
動
休
止
期
間
も
、
選
手

た
ち
の
サ
ッ
カ
ー
へ
の
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
が
途
切
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
皆
様
の
ご
支
援
に
感
謝
の
気

持
ち
を
胸
に
、
今
で
き
る
こ
と
に
全

力
を
注
ぎ
、
最
大
限
の
準
備
に
努
め

て
い
ま
す
。
必
ず
開
幕
を
迎
え
ら
れ

る
と
信
じ
、
一
丸
と
な
っ
て
こ
の
状

況
を
乗
り
越
え
、
笑
顔
や
感
動
に
あ

ふ
れ
る
ク
ラ
ブ
を
つ
く
り
上
げ
て
い

き
ま
し
ょ
う
！
応
援
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
！

※　

会
費
や
特
典
な
ど
ア
ル
ビ
レ
ッ

ク
ス
新
潟
レ
デ
ィ
ー
ス
サ
ポ
ー
ト

メ
ン
バ
ー
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

ク
ラ
ブ
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
よ
り

ご
確
認
い
た
だ
け
ま
す
。

アルビレックス
新潟情報!!

アルビレックス
新潟情報!!

▲選手が参加した「オレンジトラックトークショー」

▲ピッチ上とは違った表情も
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【
Ｊ
Ｓ
Ｃ
の
日
常
】

　

北
信
越
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
リ
ー
グ
の

前
期
日
程
が
中
止
に
な
り
、
Ｊ
Ａ
Ｐ

Ａ
Ｎ
サ
ッ
カ
ー
カ
レ
ッ
ジ
の
ホ
ー
ム

開
幕
戦
は
８
月
30
日
に
な
り
ま
し
た
。

　

学
校
で
の
活
動
が
休
止
中
で
も
ク

ラ
ブ
は
開
幕
戦
に
向
け
て
動
い
て
い

ま
す
。
Ｊ
Ｓ
Ｃ
の
日
常
が
こ
の
よ
う

な
状
況
で
ど
の
よ
う
に
活
動
を
し
て

い
る
の
か
を
お
届
け
し
た
い
と
思
い

ま
す
！

　

５
月
号
で
各
部
署
毎
の
大
ま
か
な

仕
事
内
容
を
お
伝
え
し
ま
し
た
。
今

回
は
ス
ポ
ン
サ
ー
営
業
を
行
う
営
業

部
の
活
動
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て

い
き
ま
す
。

　

営
業
部
の
仕
事
は
昨
シ
ー
ズ
ン
終

わ
り
か
ら
既
に
始
ま
っ
て
い
て
シ
ー

ズ
ン
終
了
と
同
時
に
１
年
間
の
活
動

報
告
書
制
作
、
今
シ
ー
ズ
ン
の
営
業

資
料
の
制
作
に
取
り
掛
か
り
ま
す
。

報
告
書
に
は
試
合
の
結
果
か
ら
試
合

以
外
で
の
活
動
や
そ
れ
に
使
う
数
字

な
ど
事
細
か
く
把
握
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
営
業
資
料
の
制

作
は
今
シ
ー
ズ
ン
の
ク
ラ
ブ
コ
ン
セ

プ
ト
や
ク
ラ
ブ
の
思
い
も
乗
せ
て
制

作
を
し
な
い
と
い
け
な
い
為
、
サ
ッ

カ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
科
全
員
で
協
力
し
合

い
先
生
方
に
チ
ェ
ッ
ク
し
承
認
を
得

て
初
め
て
完
成
と
な
り
ま
す
。
悪
戦

苦
闘
し
な
が
ら
制
作
し
完
成
し
た
営

業
資
料
と
報
告
書
を
持
っ
て
、
次
は
、

地
元
企
業
・
商
店
様
へ
ス
ポ
ン
サ
ー

営
業
に
向
か
い
ま
す
。
こ
の
情
勢
の

中
、
現
在
は
会
社
へ
直
接
訪
問
す
る

事
は
出
来
ま
せ
ん
が
資
料
の
送
付
や

電
話
で
の
対
応
な

ど
出
来
る
事
を
最

大
限
行
っ
て
い
き

ま
す
。

　

営
業
活
動
で
獲

得
し
た
広
告
費
な

ど
は
試
合
の
開
催

や
イ
ベ
ン
ト
の
開

催
な
ど
の
費
用
と

し
て
使
用
し
て
い
き
ま
す
。
試
合
の

中
で
も
ス
ポ
ン
サ
ー
企
業
の
広
告
な

ど
随
所
に
見
え
る
よ
う
に
工
夫
な
ど

も
行
っ
て
い
ま
す
。
是
非
、
お
越
し

の
際
に
は
そ
う
い
う
部
分
も
ご
覧
く

だ
さ
い
。

　

今
回
は
営
業
部
に
つ
い
て
お
伝
え

致
し
ま
し
た
。
８
月
ま
で
試
合
自
体

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
皆
様
に
楽
し
ん

で
も
ら
え
る
イ
ベ
ン
ト
も
盛
り
だ
く

さ
ん
で
準
備
し
て
ま
い
り
ま
す
。
Ｓ

Ｎ
Ｓ
各
種
に
て
最
新
の
情
報
を
掲
載

し
て
い
ま
す
。
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
す
。

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
サ
ッ
カ
ー
カ
レ
ッ
ジ
か
ら
の

お
知
ら
せ 

JAPANサッカーカレッジチーム紹介サイト 検索

試合情報や
イベント情報を

更新中！

適
職
を
探
そ
う
！

一
般
職
業
適
性
検
査
を

実
施
し
ま
す

　
「
自
分
に
合
う
仕
事
っ
て
な
ん
だ

ろ
う
？
」「
自
分
の
得
意
、不
得
意
っ

て
な
ん
だ
ろ
う
？
」
職
種
選
択
に
お

悩
み
の
方
を
対
象
に
、
職
業
適
性
の

検
査
を
行
い
ま
す
。
筆
記
検
査
に
よ

り
７
種
の
能
力
の
測
定
を
行
い
ま

す
。
後
日
、
個
別
に
結
果
の
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
も
行
っ
て
い
ま
す
。

15
～
39
歳
で
就
業
し
て
い
な
い
方

（
要
申
込
） 

定
員
10
名

６
月
18
日
（
木
）

午
後
２
時
～
午
後
４
時

聖
籠
町
立
図
書
館　

会
議
室

　

適
性
検
査
以
外
に
も
15
～
39
歳
で

就
業
し
て
い
な
い
方
を
対
象
に
、
就

職
に
つ
い
て
の
個
別
相
談
を
行
っ
て

い
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

下
さ
い
。

・

下
越
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

☎
０
２
５
４
‐
２
８
‐
８
７
３
５

電
話
受
付
時　
平
日
午
前
10
時
～

午
後
５
時
ま
で
（
第
２
金
曜
日
は

休
館
日
）

放
送
大
学

10
月
生
募
集
の
お
知
ら
せ

　

放
送
大
学
で
は
２
０
２
０
年
度
第

２
学
期
（
10
月
入
学
）
の
学
生
を
募

集
し
て
い
ま
す
。

　

放
送
大
学
は
Ｂ
Ｓ
テ
レ
ビ
や
パ
ソ

コ
ン
・
ス
マ
ホ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
利
用
し
て
授
業
を
行
う
通
信
制
の

大
学
で
す
。

　

働
き
な
が
ら
学
ん
で
大
学
を
卒
業

し
た
い
、
資
格
を
取
得
し
た
い
、
学

び
を
楽
し
み
た
い
な
ど
、
様
々
な
目

的
で
幅
広
い
世
代
、
職
業
の
方
が
学

ん
で
い
ま
す
。

　

心
理
・
教
育
・
福
祉
・
経
済
・
歴

史
・
文
学
・
情
報
・
自
然
科
学
な
ど
、

幅
広
い
分
野
を
１
科
目
か
ら
学
べ
ま

す
。

　

資
料
を
無
料
で
差
し
上
げ
て
い
ま

す
。
お
気
軽
に
放
送
大
学
新
潟
学
習

セ
ン
タ
ー
ま
で
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

放
送
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

①
出
願
期
間　

第
１
回
が
８
月
31
日

（
月
）
ま
で
、
第
２
回
が
９
月
15

日
（
火
）
ま
で
で
す
。

②
大
学
説
明
会　

６
月
21
日
（
日
）、

７
月
５
日（
日
）、８
月
８
日（
土
）、

30
日
（
日
）
の
午
後
１
時
30
分
～

会
場
は
新
潟
学
習
セ
ン
タ
ー

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
り
中
止
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
新
潟
学
習
セ
ン

タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

放
送
大
学
新
潟
学
習
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
５
‐
２
２
８
‐
２
６
５
１

▲オンラインでの会議風景
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キラキラさん 6歳フラワー・RIさん 12歳オモナ・ガブスさん 23歳

らまさん 4歳 たねとさくらんぼさん 49歳・7歳 ジブリ大好きさん 14歳

投稿するときはペンで書いてくださ

い。（薄いものは掲載できません）

住所と名前は必ず書いてください。

（ペンネーム希望の場合は名前の横

にペンネーム『○○○』と書いてく

ださい）１か月に一人１枚だけ受け

付けます。

み ん な の ひ ろ ば

食は味楽来
ミ　　　　ラ　　　 クル

６月は食育月間です！
　食育は子どもたちが正しい食の知識や食事を選択する力を養い、健やかな心身と豊かな人間性を育む教
育です。
　毎年 6月は「食育月間」、毎月 19日は「食育の日」と定められています。「食育」
は生きる上での基本で、知育、徳育、体育の基礎となるものです。生涯にわたって
健康に過ごすために、「食育」について考えていきましょう。

家庭でできる食育ってどんなもの？

お問い合わせ　　学校給食調理場　栄養教諭　☎２７-７７３０

●朝ごはんを必ず食べる習慣を ●家族みんなで食卓を囲みましょう

●さまざまな味の経験を ●お手伝いをさせましょう

　朝ごはんは一日のス
タートのために大切な
食事です。赤・黄・緑
の３つの食品をそろえ
たバランスのよい朝ご
はんを食べましょう。

　食事のあいさつ「いた
だきます」「ごちそうさ
ま」を忘れずに。また、
はしの持ち方や食器の扱
い方など、正しいマナー
を身につけさせましょう。

　多種類の食品の味を経験し、味覚を豊かにす
ることで、苦手なものがあっても自然に食べら
れるようになっていきます。健康な体づくりに
つながります。

　一緒に食事の支度をし
たり、買い物に行ったり
して、食べものの旬や選
び方など、いろいろなこ
とを教えてあげてくださ
い。
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＜新型コロナウイルス感染症に関する相談およびお問い合わせ先＞

厚生労働省の電話相談窓口【☎０１２０−５６５６５３（フリーダイヤル）】
受付時間　平日・土日祝　午前９時～午後９時

帰国者・接触者相談センター【新発田保健所　☎０２５４−２６−９６５１】
受付時間　平日（午前８時 30 分～午後５時 15 分）、土・日・祝日（午前９時～午後５時）
※ 十分な準備の下、帰国者・接触者外来医療機関で診療を受けていただくため、できるだけ
　 平日８時 30分から午後５時 15分までの早めの時間にお電話してくださるようお願いします。

新潟県新型コロナウイルス感染症コールセンター【☎０２５−２８２−１７５４】
受付時間　平日午前８時 30 分～午後５時
症状がない方やどこに相談したらよいか迷った方の相談窓口です。
※ 聴覚や言語に障がいのある方は下記の方法で受け付けます。
　 Fax：０２５－２８２－１６４０　　メール：ngt130040@pref. niigata. lg. jp

みんなの人権１１０番（全国共通人権相談ダイヤル）【☎０５７０−００３−１１０】
受付時間　平日午前８時 30 分～午後５時 15 分
不当な差別やいじめなどの様々な人権問題についての相談を受け付けています。

春の叙勲

　稲田さんは、長きにわたり教職員生活を送られ、新発田市立第一中学
校の校長として教職員生活を締めくくるまで 38 年間、学校教育にご尽
力されました。
　現役時代は、子どもたちが学校で友達と仲良く遊ぶことだけでなく、
自分なりに勉強がわかることで楽しい学校生活を送れることを一番に心
がけていたそうです。
　現在は、聖籠町教育委員として町教育行政の推進に尽力されています。

「町の子どもたちには、もっと広い世界を知ってもらい、日本だけでな
く世界でも活躍するような人になってほしい」と語られました。

　吉田さんは、長年聖籠町消防団員として活動され、平成 10 年度から
平成 16 年度まで７年間消防団長を務められました。
　当時を振り返り、平成 13 年６月に発生した大規模なタイヤ火災（旧
紫雲寺町で発生）が強く印象に残っていると語る吉田さん。消防団員全
員出動で１㎞以上の距離をホースでつなぎ消火に当たったことが思い出
されるそうです。
　また「一団員であった頃は新発田川の氾濫など、災害発生時の出動も
多かった。団長になってからは、いかに火災や水害が起きないようにす
るかという予防活動にも力を入れた」と語ってくださいました。

稲田さん、吉田さん、ご受章おめでとうございます。

稲田　健一�さん（70）大夫興野

吉田　春雄�さん（72）真野

瑞宝双光章

瑞宝単光章

令和２年

　聖籠町から稲田健一さん（大夫興野）と吉田春雄さん（真野）の
お二人が受章されましたので、ご紹介します。


